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将来人口推計と高齢化率の推移（全国）

　注１　国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」より作成。
 　  ２　出生、死亡の将来推移は中位推計の数値を用いた。

将来人口推計と高齢化率の推移（東京都）

　注１　国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」より作成。
 　  ２　出生、死亡の将来推移は中位推計の数値を用いた。

268 308 324 332 350 377 412 

899  879  865  854  826  
777  713  

149  148  142  131  120  112  106  

1,316 1,335 1,332 1,318 1,296 1,266 
1,231 

20.4% 
23.1% 

24.3% 25.2% 
27.0% 

29.8% 

33.5% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

2,948  3,395  3,612  3,657  3,685  3,741  3,868  

8,174  7,682  7,341  7,085  6,773  6,343  5,787  

1,684  1,583  1,457  1,324  
1,204  

1,129  
1,073  

12,806  12,660  12,410  
12,066  

11,662  
11,212  

10,728  

23.0% 

26.8% 
29.1% 

30.3% 
31.6% 33.4% 

36.1% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 （年） 

（年） 

高齢者人口 

高齢者人口 

総人口 

総人口 

（万人） 

（万人） （％） 

（％） 

高齢化率 

高齢化率 

生産年齢人口 

生産年齢人口 

年少人口 

年少人口 

Ⅰ 税制改革の視点と方向性 

1



　

22.0  

24.8  

27.6  

30.1  
32.0  

33.6  
35.7  

38.6  
40.7  

42.5  

44.9  

47.2  

50.1  

53.8  

56.8  

60.5  

64.7  67.5  

69.4  

72.1  

75.0  

78.1  

81.4  
83.6  84.3  

85.8  

88.5  
90.3  

92.7  

95.4  

101.1  

104.7  

107.5  
108.6  

16.5  

18.6  
21.0  

22.5  
23.7  

25.1  27.6  
29.2  

30.5  
32.3  

35.1  

39.5  

42.5  

44.3  
45.9  

47.5  

51.2  
52.7  

54.8  

55.0  

54.5  

55.0  

56.1  

55.9  
54.6  

53.7  
55.3  

56.8  

57.4  

58.0  

56.0  

58.5  

60.1  

61.4  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(GDP) 

社会保障制度を通じて、国民に
給付される金銭・サービスの合
計額 
 
（例） 年金の受給額 
    医療・介護の給付額 
     （自己負担見合いを除く） 

対GDP比23.0% 

社会保障給付費 
社会保険料収入   

（参考）ＧＤＰ（兆円） 

社会保険料収入（兆円） 

社会保障給付費（兆円） 

対GDP比11.1% 

注 財務省「日本の財政関係資料（平成27年３月）」、国立社会保障・人口問題研究所「社会保障 
   費用統計(平成24年度)」より作成。 

社会保障給付費と社会保険料収入の推移 
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全国
全国
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

　※保護率＝被保護実人員／人口

被保護世帯数、被保護実人員、保護率の年次推移（東京都） 

注１ 総務省「人口推計」、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成26年１月１日現在）」、 

   厚生労働省「平成25年度被保護者調査」、東京都福祉保健局「平成20年度年報」、「平成25年度年報」、 

   東京都総務局「東京都の統計」より作成。  

注２ 保護率の算出は、１か月平均の被保護実人員を総務省発表「10月１日現在推計人口（平成12、17、22年度 

   は国勢調査人口）」で除した。 

注３ 全国に占める東京都の割合については、それぞれ東京都の数値を全国の数値で除した。 
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注１ 東京都産業労働局「東京の産業と雇用就業2014」より作成。 

  ２ 出典 総務省、東京都「就業構造基本調査」 

 ３ 役員を除く雇用者に対する割合。 
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【19.1%】

4,269

契約社員
292万人
(14.9%)

嘱託
119万人(6.1%)

その他
86万人(4.4%)

パート
943万人
(48.1%)

アルバイト
404万人
(20.6%)

派遣社員
119万人(6.1%)

注１ 厚生労働省ホームページより作成。

２ 平成11年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（２月調査）長期時系列表９、平成16年以降は
総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10

３ 平成21年の数値は、平成22年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）に切替え集計した値。

４ 雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。

５ 正規雇用労働者：勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。

６ 非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約
社員」「嘱託」「その他」である者。

７ 割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める割合。

（万人）
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国民負担率の内訳の国際比較 

（％） 

注１ 財務省「国民負担率の内訳の国際比較」より作成。 
 ２ 日本は平成24年度（2012年度）実績、諸外国は2012年実績。（OECD "Revenue Statistics 1965-   
      2013"及び同 "National Accounts"による。） 
 ３ 租税負担率は国税及び地方税の合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を 
      含む。 
 ４ 四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。 
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待機児童数の状況（平成26年４月現在） 

注 東京都「共存共栄による日本全体の発展を目指して～地方税財政に関する東京都 

  の主張～」（平成27年９月）より抜粋。 

注１ 東京都「共存共栄による日本全体の発展を目指して～地方税財政に関する東京都の 

   主張～」（平成27年９月）より抜粋。 

 ２ 厚生労働省「保育所入所待機児童数（平成26年10月）」より。 

 ３ 都市部は、首都圏（埼玉・千葉・東京・神奈川）、近畿圏（京都・大阪・兵庫）の 

   ７都府県（政令指定都市及び中核市含む）及びその他の政令指定都市・中核市。 

社会保障関係経費の将来推計（試算）（東京都） 

下水道管 橋 梁

注１ 東京都「地方法人課税を巡る動向と東京都の主張 資料集」（平成26年９月）より作成。 

 ２ 東京都の基準年（度）は下水道管は平成24年、橋梁は平成20年度。 

 ３ 全国の基準年（度）は平成21年度。 

建設後50年を経過する社会資本ストックの割合（東京、全国） 

Ⅱ 地方法人課税をめぐる喫緊の課題への対応 

毎年平均約300億円増加 
（億円） 
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付加価値額の構成比（金融業・保険業を除く全業種） 

注１ 東京都主税局作成。 

 ２ 「法人企業統計年報」より作成。 

分割基準の見直しによる都への影響額（累計） 

注 東京都主税局作成。 
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法人実効税率の引下げ（平成27年度税制改正大綱）（東京都）

○　法人税率の推移

地方法人特別税 

法人事業税 

法人住民税 

23.71％ 

11.93％ 

35.64％ 

法人税 

法人税率の引下げ 
（25.5％ → 23.9％） 

法人税率の引下げにより 
法人住民税（法人税割）に影響 

△0.24％ 

△2.34％ 

△2.58％ 

注１ 外形標準課税の対象となる資本金1億円超の法人（東京都）を想定している。 

地方法人特別税 

法人事業税 

法人住民税 

23.47％ 

9.59％ 

法人税 

33.06％ 

  ２ 平成28年度には、法人実効税率は32.26％（東京都）に引き下げられる。 

Ⅲ 地方税財政における諸課題 

平成２６年度 平成２７年度 
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注１ 日本については、「法人実効税率関係資料」（総務省）を基に作成。アメリカからシンガポールまでは、政府税制調査会第２回法人課税ディスカッショングループ（平成26年３月31日）資料より。 

  ２ 上記の税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。なお、諸外国は2014年３月現在の税率である。 

  ３ 日本の地方税には、地方法人特別税（都道府県により国税として徴収され、一旦国庫に払い込まれた後に、地方法人特別譲与税として都道府県に譲与される）を含む。また、法人事業税及び地方法人特別税については、外形標準課税の  

    対象となる資本金１億円超の法人に適用される税率を用いている。なお、このほか、付加価値割及び資本割が課される。  

  ４ アメリカでは、州税に加えて、一部の市で市法人税が課される場合があり、例えばニューヨーク市では連邦税・州税（7.1％、付加税［税額の17％］）・市税（8.85％）を合わせた税率は45.67％となる。また、一部の州では、法人所得課税が課さ 

    れない場合もあり、例えばネバダ州では税率は連邦法人税率の35％となる。 

  ５ イギリスにおける法人税率は2014年４月より21％、2015年４月より20％に引き下げることが検討されている。 

  ６ フランスでは、売上高763万ユーロ以上の企業に対し、別途法人利益社会税（法人税額の3.3％）が課され、法人利益社会税を含めた税率は34.43％となる（ただし、法人利益社会税の算定においては、法人税額から76.3万ユーロの控除が行 

    われるが、前記税率の計算にあたり当該控除は勘案されていない）。さらに、別途、売上高2.5億ユーロ超の企業に対しては、2012年より２年間の時限措置として法人税付加税(法人税額の５％)が課されていたところ、2014年予算法によりさら 

    に２年間延期された(2014年以降の税率は法人税額の10.7％)。なお、法人所得課税のほか、国土経済税（地方税）等が課される。 

  ７ ドイツの法人税は連邦と州の共有税（50:50）、連帯付加税は連邦税である。なお、営業税は市町村税であり、営業収益の3.5％に対し、市町村ごとに異なる賦課率を乗じて税額が算出される。本資料では、連邦統計庁の発表内容に従い、賦  

    課率393％（2012年の全ドイツ平均値）に基づいた場合の計数を表示している。 

  ８ 中国の法人税は中央政府と地方政府の共有税（原則として60:40）である。 

  ９ 韓国の地方税においては、上記の地方所得税のほかに資本金額及び従業員数に応じた住民税（均等割）等が課される。  

23.47  23.75  

31.91  33.33  

15.83  

25.00  
22.00  

20.00  
17.00  

9.59  
8.51  

8.84  

13.83  2.20  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

日本 

（東京都） 

アメリカ 

（カリフォルニア州） 

フランス ドイツ 

（全ドイツ平均） 

中国 韓国 

（ソウル） 

イギリス シンガポール 

（％） 

 

法人税率: 25.5% 

事業税率: 4.66%（※） 

地方法人特別税：事業税額×67.4%（※） 

住民税： 法人税額×16.3%（※） 

地方法人税： 法人税額×4.4% 

（※）26税改前は税率が異なる。 

連邦法人税率: 35% 

州法人税率: 8.84% 
法人税率: 33 1/3% 

法人税率: 15% 

連帯付加税: 

法人税額×5.5% 

営業税率: 13.83% 

法人税率: 25% 
法人税率: 22% 

地方所得税率: 2.2% 法人税率: 17% 法人税率: 20% 

33.33% 

40.75% 

29.66% 

25.00% 

20.00% 

24.20% 

17.00% 

27年度 

日本 

（東京都） 

国税 

地方税 

28年度 

33.06% 32.26% 

国・地方合わせた法人税率の国際比較 
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企業が負担する国税・地方税、社会保険料合計額（対GDP比）

注１　東京都主税局委託調査「スウェーデンにおける企業をサポートする行政サービスと企業の公的負担のあり方に関する調査」

　　　等により作成。

　２　スウェーデンは2010年の数値、それ以外の国は2011年の数値である。

　３　EU諸国及び日本の付加価値税（日本は消費税及び地方消費税）は最終消費者に転嫁されるとみなして、企業の負担をゼロと

　　　した場合の推計値である。

年齢別・雇用形態別賃金カーブ（時給ベース）（全国）

12.7% 

17.9% 

7.9% 

12.8% 

15.1% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

日本 

（2011年） 

スウェーデン 

（2010年） 

アメリカ 

（2011年） 

ドイツ 

（2011年） 

オランダ 

（2011年） 

（円）

注１ 厚生労働省ホームページ「『非正規雇用』の現状と課題」より作成。 

  ２ 賃金は、平成26年６月分の所定内給与額。 

  ３ 一般労働者の平均賃金は、所定内給与額を所定内実労働時間数で除した値。 

  ４ 一般労働者：常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者。 

  ５ 短時間労働者：同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が短い又は１日の所定労働時間が同じでも 

      １週の所定労働日数が少ない労働者。 

  ６ 正社員・正職員：事業所で正社員・正職員とする者。 

  ７ 正社員・正職員以外：事業所で正社員・正職員以外の者。 

10



収入階級別の実収入に対する税負担(平成24年分）

   注１　財務省ホームページ「収入階級別の実収入に対する税負担(平成24年分)」により作成。

   注２　税負担は当時の税制に基づくものであり、消費税率は５％。

9 

11 

13 

15 

22 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

 第Ⅰ分位  

 第Ⅲ分位  

 第Ⅴ分位  

 第Ⅶ分位  

 第Ⅹ分位  

（単位：万円） 

26 

71 

1,173 172 

38 

53 548 

670 

459 

320 

(収入階級) 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

 第Ⅰ分位  

 第Ⅲ分位  

 第Ⅴ分位  

 第Ⅶ分位  

 第Ⅹ分位  

(収入階級) 
0 100 

2.9 

1.9 

2.4 

2.4 

2.2 

8.2 

9.6 

8.3 

10.6 

14.7 

○ 収入階級別の実収入に占める税負担割合 

  ○ 収入階級別の実収入と税負担額 （１年当たり） 

（単位：％） 

消費税 
その他の税 
実収入 
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 諸外国における「給付付き税額控除」等

注１　東京都主税局委託調査報告「給付付き税額控除に関する調査」（三菱総合研究所）より作成。
　 ２　１C＄＝約85円、１ドル＝約88円、１ユーロ=約116円。（三菱東京ＵＦＪ銀行、2010年平均為替レートより）

 類型１ 消費課税の逆進性緩和 

 類型２ 就労促進 

 類型３ 子育て支援 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

控除税額（ユーロ）

課税所得（ユーロ）

GSTクレジット (Goods and Services Tax Credit)  （カナダ） 

勤労所得税額控除 （Earned Income Tax Credit） （アメリカ） 

所得依存複合税額控除 （Income Dependent Combination Credit）（オランダ） 

＜意義＞ 
 ・低中所得世帯の付加価値税負担の軽減を 
  目的とした直接給付制度 

 
＜概要＞ 
 ・給付額と実際の付加価値税負担額とは連動 

  しない 
 ・一世帯当たりの平均給付額・・・325Ｃ＄ 
 ・給付額の支給総額は、付加価値税収の 
  約12％ 

 ＜意義＞ 
 ・福祉サービス受給者の就労を促す 
 ・低中所得世帯の就労が拡大した場合の社会 

  保障税の負担を軽減 
 
 ＜概要＞ 

 ・控除額が所得税額を上回る場合、超過分を  
  現金給付 
 ・夫婦子2人の場合、最大5,036ドルを税額 

  控除 
 ・低中所得世帯の就労促進を目的とすること  
  から、逓増・逓減段階を設定 

 ＜意義＞ 
 ・児童を扶養する低所得者の負担の軽減 
 ・女性の就労促進 

 
 ＜概要＞ 
 ・税額控除額が所得税額を上回った場合、 

  社会保険料と相殺 
 ・就労促進及び就労時間の延長を目的として、 
  逓増段階を設定 

 ・最大1,859ユーロを税額控除 
 ・12歳以下の子どもを扶養し、課税所得が 
  4,706ユーロ超の片親か所得の低い配偶者 
  に適用 

イメージ （2010年） 

イメージ （2010年） 

イメージ （2009年） 

世帯構成に応じた
給付額

32,506C$
（約276万円）

給付額

世帯所得

控除税額（ドル） 
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地方交付税等総額（当初）の推移

特会借入 

（地方負担分） 

(1/2) 3.2兆円 特会借入 

（地方負担分） 

(1/4) 1.4兆円 

特会借入（地方負担分） 

(1/8) 1.0兆円 

特会借入 

（国負担分） 

(1/2) 3.2兆円 

特会借入 

（国負担分） 

(1/4) 1.4兆円 特会借入（国負担分） 

(1/8) 1.0兆円 

一般会計特例加算 

(1/4) 1.4兆円 

一般会計 

特例加算 

(3/8) 3.1兆円 
一般会計 

特例加算 

(1/2) 5.5兆円 
一般会計 

特例加算 

(1/2) 3.9兆円 
一般会計 

特例加算 

(1/2) 2.2兆円 一般会計特例加算 

(1/2) 0.7兆円 

一般会計 

特例加算等 

(1/2) 2.8兆円 

一般会計 

特例加算 

(1/2) 5.4兆円 
一般会計 

特例加算 

(1/2) 3.8兆円 

一般会計 

特例加算 

(1/2) 3.8兆円 

一般会計 

特例加算 

(1/2) 3.6兆円 

一般会計 

特例加算 

(1/2) 2.6兆円 
一般会計 

特例加算 

(1/2) 1.5兆円 

「1兆円」の加算 

1.0兆円 

別枠加算 1.0兆円 

別枠加算 1.3兆円 別枠加算 1.1兆円 
別枠加算 1.0兆円 

別枠加算 0.6兆円 

別枠加算 0.2兆円 

覚書加算 0.5兆円 

機構準備金の活用 

0.35兆円 
機構準備金の活用 

0.65兆円 

機構準備金の活用 

0.3兆円 

その他 1.7兆円 

その他 2.2兆円 

その他 1.7兆円 
その他 1.9兆円 

その他 1.8兆円 

その他 2.8兆円 

その他 2.7兆円 

その他 0.6兆円 その他 0.9兆円 

その他 0.4兆円 

その他 0.5兆円 

その他 1.8兆円 その他 1.5兆円 その他 1.0兆円 

その他 1.7兆円 

その他 1.0兆円 

国税５税分 

13.3兆円 

国税５税分 

13.8兆円 
国税５税分 

12.6兆円 
国税５税分 

10.6兆円 

国税５税分 

11.1兆円 
国税５税分 

12.0兆円 
国税５税分 

12.5兆円 

国税５税分 

14.6兆円 

国税５税分 

14.5兆円 

国税５税分 

11.8兆円 

国税５税分 

9.5兆円 

国税５税分 

10.5兆円 
国税５税分 

10.7兆円 国税５税分 

10.8兆円 国税５税分 

11.9兆円 国税４税分 

13.8兆円 

(1/4) 1.4兆円 

(3/8) 3.1兆円 

(1/2) 5.5兆円 

(1/2) 3.9兆円 

(1/2) 2.2兆円 

(1/2) 0.7兆円 

(1/2) 2.8兆円 

(1/2) 5.4兆円 

(1/2) 3.8兆円 (1/2) 3.8兆円 (1/2) 3.6兆円 
(1/2) 2.6兆円 

(1/2) 1.5兆円 

0.1兆円 

0.3兆円 
0.3兆円 

1.1兆円 

2.2兆円 
2.6兆円 2.8兆円 

2.4兆円 

2.3兆円 

2.3兆円 2.3兆円 2.6兆円 

3.0兆円 

3.1兆円 

1.4兆円 

3.2兆円 

5.9兆円 

4.2兆円 

3.2兆円 
2.9兆円 2.6兆円 2.8兆円 

5.1兆円 

7.7兆円 

6.2兆円 6.1兆円 6.2兆円 
5.6兆円 

4.5兆円 

H14 

（19.5兆円） 
〈△4.0%〉 

H15 

（18.1兆円） 
〈△7.5%〉 

H16 

（16.9兆円） 
〈△6.5%〉 

H17 

（16.9兆円） 
〈＋0.1%〉 

H18 
（15.9兆円） 
〈△5.9%〉 

H19 

（15.2兆円） 
〈△4.4%〉 

H20 

（15.4兆円） 
〈＋1.3%〉 

H21 

（15.8兆円） 
〈＋2.7%〉 

H22 

（16.9兆円） 
〈＋6.8%〉 

H23 

（17.4兆円） 
〈＋2.8%〉 

H24 

（17.5兆円） 
〈＋0.5%〉 

H25 

（17.1兆円） 
〈△2.2%〉 

※ 〈 〉書きは対前年伸率 

（24.6兆円） 
〈＋17.3%〉 

（23.5兆円） 
〈△4.3%〉 

（23.6兆円） 
〈＋0.2%〉 

（23.3兆円） 
〈△1.3%〉 

（21.0兆円） 
〈＋15.0%〉 

（18.2兆円） 
〈＋2.3%〉 

（17.8兆円） 
〈△5.2%〉 

（18.8兆円） 
〈△6.5%〉 

（20.1兆円） 
〈△4.5%〉 

（21.1兆円） 
〈△12.0%〉 

（23.9兆円） 
〈＋5.1%〉 

（22.8兆円） 
〈＋4.5%〉 

（21.8兆円） 
〈＋1.8%〉 

地方交付税と臨時財政 
対策債の合算額 

交付税 
総額 

臨時財政対策債 

（22.5兆円） 
〈△3.4%〉 

H26 

（16.9兆円） 
〈△1.0%〉 

H12 
（21.4兆円） 
〈＋2.6%〉 

H13 
（20.3兆円） 
〈△5.0%〉 

注１ 総務省ホームページ「地方財政関係資料」により作成。 

   ２ 表示未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。 

    ３ 平成27年度からたばこ税が地方交付税の対象から外れ、所得税、法人税、消費税及び酒税の４税となった。 

H27 

（16.8兆円） 
〈△0.8%〉 

（21.3兆円） 
〈△5.3%〉 
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